
行政処分等の年月日
事業者の氏名又は名

称
事業者の所在地 営業所の名称 営業所の所在地 行政処分等の内容 主な違反の条項 違反行為の概要

事業者
点数

営業所
点数

20190306 三原交通株式会社
法人番号（７２４０００１
０３９８３３）
代表者小林みな子

広島県三原市西野４丁目
４－１

世羅営業所 広島県世羅郡世羅町本郷
１７９４－１

処分日車数４０日車の
ため、一般貸切旅客自
動車運送事業者に対す
る行政処分等の基準
３．（６）により文書警告

道路運送法第２７条第
３項

継続監視の監査対象として、平成３１年１月１６
日、同年１月２２日及び同年１月２９日に監査を
実施。６件の違反が認められた。（１）運送引受
書の記載事項義務違反（旅客自動車運送事業
運輸規則（以下運輸規則）第７条の２第１項）
（２）点呼の記録事項義務違反（運輸規則第２
４条第５項）（３）点呼の記録義務違反（運輸規
則第２４条第５項）（４）乗務等の記録事項義務
違反（運輸規則第２５条第２項）（５）運行指示
書の記載事項義務違反（運輸規則第２８条の
２第１項）（６）乗務員台帳の記載事項義務違
反（運輸規則第３７条第１項）

4 4

20190312 有限会社甲立タクシー
法人番号（１２４０００２
０３０９９４）
代表者木村一海

広島県安芸高田市甲田町
高田原字宮藩１００２－２

本社営業所 広島県安芸高田市甲田町
高田原字宮藩１００２－２

処分日車数２０日車の
ため、一般貸切旅客自
動車運送事業者に対す
る行政処分等の基準
３．（６）により文書警告

道路運送法第２７条第
３項

継続監視の監査対象として、平成３１年２月７
日に監査を実施。２件の違反が認められた。
（１）運送引受書の記載事項義務違反（旅客自
動車運送事業運輸規則（以下運輸規則）第７
条の２第１項）（２）点呼の記録事項義務違反
（運輸規則第２４条第５項）

2 2

20190315 江田島バス株式会社
法人番号（９２４０００１
０２７１７５）
代表者重川忠道

広島県江田島市能美町大
字中町４５５３－１

本社営業所 広島県江田島市能美町大
字中町４５５３－１

処分日車数４０日車の
ため、一般貸切旅客自
動車運送事業者に対す
る行政処分等の基準
３．（６）により文書警告

道路運送法第２２条の
２第５項及び第２７条第
３項

継続監視の監査対象として、平成３１年１月１７
日及び同年１月３０日に監査を実施。８件の違
反が認められた。（１）安全統括管理者の選任
解任届出違反（道路運送法第２２条の２第５
項）（２）運送引受書の記載事項義務違反（旅
客自動車運送事業運輸規則（以下運輸規則）
第７条の２第１項）（３）点呼の実施義務違反
（運輸規則第２４条第１項及び第２項）（４）点呼
の記録事項義務違反（道路運送法第２４条第
５項）（５）乗務等の記録事項義務違反（運輸規
則第２５条第４項）（６）運行指示書の記載事項
義務違反（運輸規則第２８条の２第１項）（７）乗
務員台帳の記載事項義務違反（運輸規則第３
７条第１項）（８）書類の適切管理義務違反（運
輸規則第６９条）

4 4


